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稲城市教育委員会では、教員の長時間勤務の是正と教育の質の向上を目指し、令

和２年度に「稲城市立学校における働き方改革実施計画」を策定し、以降、段階的

かつ計画的に改革を推進してまいりました。

教員のこれまでの働き方を見直し、自らの授業を磨き、人間性や創造性を高め、

もって稲城の子ども達により良い教育活動を行うことができるように、継続的に

「教員の働き方改革」を推進していく「第三次稲城市立学校における働き方改革実

施計画」の策定を進めています。

令和７年の「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」

改正に伴い、本計画は法定計画として取り扱い、令和８年度から、その実施状況を

総合教育会議に報告するよう定められました。

そのため、令和７年度総合教育会議において、「第三次稲城市立学校における働

き方改革実施計画」の内容についてご意見をいただくものです。

「稲城市立学校における働き方改革」と総合教育会議の関係
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文部科学省は、教員の長時間勤務の是正と教育の質の向上を目的として、学校における働き方改革を推進しています。

東京都は、国の動向を受け、ガイドラインの策定などにより、働き方改革の推進の支援を行っています。

国と東京都の動向

≪国の動向≫
令和７年６月 給特法改正（令和8年4月施行）

「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等

の一部を改正する法律」（令和8年4月施行）を改正しました。

・学校における働き方改革の一層の推進

・組織的な学校運営及び指導の促進

・教員の処遇改善

令和７年９月

「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を

監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講

ずべき措置に関する指針」を改正しました。

・働きやすさと働きがいを両立し子どもたちにより良い教育を行う事

が目的

・業務量管理健康確保措置実施計画の策定

・教員の勤務状況等を把握し、業務分担の見直しや適正化必要な環境

整備等、在校等時間の長時間化を防ぐための取組を実施

≪東京都の動き≫

令和６年度
「学校における働き方改革の推進に向けた実
行プログラム」策定
具体的目標⇒令和8年度までに、時間外勤務
が月45時間を超える教員をゼロ
アクション⇒コンサルタント等を活用した業
務見直し・学校業務のデジタル化

令和７年度
「学校と家庭・地域とのより良好な関係づく
りに係るガイドライン」策定
学校が、家庭・地域とより良好な関係づくり
を進めるための対応方針や都カスタマーハラ
スメント防止条例を踏まえ、保護者等から社
会通念を超える言動等があった場合に、学校
がとる具体的な行動について標準的な対応の
手順を提示。
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稲城市のこれまでの取組
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• 稲城市立学校における働き方改革実施計画

（令和２年度～４年度）

・教員の出退勤時間の記録を開始

・勤務時間外における電話音声対応メッセージによる自動応答の導入

・夏季休業期間中における学校閉庁日の設定

・公共施設予約システムによる学校開放受付業務の効率化

・一人一台端末を活用した校務運営、教育委員会事業推進

・スクール・サポート・スタッフの全校配置

・企業版ふるさと納税を活用した部活動外部指導者の導入

• 第二次稲城市立学校における働き方改革実施計画

（令和５年度～令和７年度）

・エデュケーションアシスタント、副校長補佐の配置

・教員の業務量の適切な管理のための例規整備

・市費教育補助員の勤務時間拡大

・市教育委員会による学校管理職へのヒアリング実施

・校務支援システムの導入

・保護者・学校との全校統一の連絡アプリ「すぐーる」導入

・「稲城市立中学校部活動に関する方針」策定

長時間勤務は
改善傾向

計画素案
「計画序論」参照



年度 対象人数
当面の目標

（月80時間以上の時間外時間
数となる教員数・割合）

最終目標
（月45時間以上の時間外時間
数となる教員数・割合）

平均

令和2年度 471人 39人 8.3% 179人 38.0%

令和3年度 478人 23人 4.8% 142人 29.7%

令和4年度 471人 13人 2.8% 120人 25.5%

平均

令和5年度 478人 13人 2.7% 111人 23.2%

令和6年度 486人 8人 1.6% 91人 18.7%

令和7年度 492人 8人 1.6% 92人 18.7%

平均

令和2年度 320人 24人 7.5% 115人 35.9%

令和3年度 325人 9人 2.8% 83人 25.5%

令和4年度 317人 6人 1.9% 75人 23.7%

平均

令和5年度 328人 6人 1.8% 63人 19.2%

令和6年度 330人 3人 0.9% 52人 15.8%

令和7年度 337人 2人 0.6% 46人 13.6%

5

平均

令和2年度 151人 14人 9.3% 64人 42.4%

令和3年度 153人 14人 9.2% 60人 39.2%

令和4年度 154人 11人 7.1% 66人 42.9%

平均

令和5年度 150人 7人 4.7% 48人 32.0%

令和6年度 156人 5人 3.2% 39人 25.0%

令和7年度 155人 6人 3.9% 44人 28.4%
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※令和２年度は７月から測定。令和７年度は12月末現在。

資料編
８ページ参照長時間勤務の状況



第二次稲城市立学校の働き方改革実施計画との変更点

第二次稲城市立学校における働き方改革実施計画 第三次稲城市立学校における働き方改革実施計画〔案）

見直し

測定指標
 1  時間外在校等時間
 2 業務への負担・支援
 3 ワーク・ライフ・バランス
 4 仕事に対するやりがい

新設

位置づけ
「給特法」第８条に定める「業務量管理・健康確保措置に関する」
実施計画

未来像 未来の創り手を育む稲城の教育

新設 推進体制と進行管理
推進体制として教育委員会・学校管理職の役割、
進行管理に総合教育会議への報告、担当部署などを明文化
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目 標
教員が充実した働き方で日々を送り、子どもたち 一人ひとりと向き
合う時間を確保し、教育の質を高める

新設

目 標

 1日の在校等時間から所定の勤務時間を除
いた時間が1か月合計80時の教員をゼロ、1
か月合計45時間かつ1年間合計360時間を超
える教員をゼロにすること

測定指標 未定義

推進体制と進行管理 未定義

位置づけ 未定義
（法定的な位置づけは無い。目標達成に向けた取組を明記）

未来像 未定義
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２ 計画体系 新旧対照表
継：継続取組 ★：新規取組 ☆：レベルアップ

（削除）：実施済・他の施策に統合した項目

（新設）：第三次計画にて新設した項目
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計画策定にあたり、国・都の動向を注視するとともに、

右表のとおり、市の現計画に対する取組成果の実感、勤
務実態や意識など現状を把握するための教員アンケート
を実施いたしました。

また学校長・副校長などから構成する「検討委員会」
を設置して、教育現場からの声を聞き、教員の働き方の
理想像、基本方針の取り組み例、測定指標と目標につい
て検討してきました。また、市立学校の教員を対象に、
次期計画に対する意見公募を行い、様々な観点からの多
様な意見をお預かりしました。

時間外縮減の成果、取組や推進に対する教員の実感、
意見公募によりお預かりした意見を整理しながら、第三
次となる働き方改革実施計画の策定を進めてきました。

令和７年

６月２日（月） 計画策定案作成

６月30日（月） 教員アンケートフォーム作成

７月２日（水） 校長会にてアンケート実施周知

７月３日（木） 教員アンケート通知発出

７月25日（金） アンケート集計・素案作成（関係課協議）

８月１日（金）
「第三次稲城市立学校における働き方改革実施

計画検討委員会設置要綱」施行

９月２日（火） 委員委嘱依頼

９月30日（火） 第１回検討委員会開催

10月31日（金） 第２回検討委員会開催

11月25日（火） 教員意見公募通知発出

12月５日（金） 教員意見公募集計・素案修正作業

令和８年（予定）

１月20日（火） 定例教育委員会報告

２月９日（金） 総合教育会議において会議題として協議

３月19日（木） 定例教育委員会決定

計画素案
２ページ参照
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次期計画策定に向けた取組【計画の趣旨と経過】



• 在校等時間の記録から、長時間勤務が減少傾向にある調査結果が出ていますが、アンケート結果からは、意識改革が進んでいると感じら
れている一方で、改善の余地はまだあると考えられています。

• また、取組の中では直接教員業務を支援する人的支援、部活動負担軽減、環境整備が特に効果的であるとも感じられています。
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資料編
９ページ以降

次期計画策定に向けた取組【 アンケート結果概要① 令和７年７月実施】
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資料編
９ページ以降次期計画策定に向けた取組【アンケート結果概要② 令和７年７月実施】



• 肯定的な意見
＜一定の成果を実感＞

・残業時間30時間未満、年休取得15日程度

・スクール・サポート・スタッフ等の効果

・稲城市は他自治体と比べて働きやすい

・副校長補佐配置への高評価
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• 改善を求める意見（業務面）
＜さらなる改善要望＞

・教材研究時間、昼休憩の確保

・調査、会議、研修の精選

・新規システム、集金業務の負担

・部活動（指導、引率、人材確保）

• 制度・運用に関する意見
＜制度や仕組みへの指摘＞

・学校管理職のリーダーシップ

・欠員発生時、人員確保の実効性

・校務DX、AI活用に向けた取組

・テレワークの実施（育児・介護事情）

• その他

＜その他の多様な意見＞

・部活動は「やりたい人がやる」制度に

・ノー残業デーは賛否両論あり

・教員自身の自律的な働き方改革の必要性

市立学校の教員を対象に、次期計画に対する意見公募を行い、様々な観点からの多様な意見をお預かりしました。

これまでの成果を基に、お預かりした意見を整理しながら、次の計画策定に向けて活かしていきます。

後日
ウェブサイト掲載
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次期計画策定に向けた取組【意見公募概要 令和７年11月実施】
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計画素案
７ページ参照次期計画策定に向けた取組【理想像・基本方針・測定指標の対応】
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計画素案
６ページ参照次期計画策定に向けた取組【基本方針に基づく施策推進イメージ】
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計画素案
６ページ参照次期計画策定に向けた取組【基本方針に基づく施策推進イメージ】
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令和８年度以降、在校等時間だけでなく、多角的な観点から測定指標・目標を定め、総合教育会議に報告・公表します。

計画素案
６ページ参照次期計画策定に向けた取組【新しい働き方改革実施計画の測定指標】
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